
◆時や場などの略字の見方は20ページ
◆対どなたでも、定特になし、￥無料、申不要（直接
会場へ）の場合は、記載なし

◆申に電話、ファクス、Ｅメール、Ｈ（市ホームペー
ジ）の記載がある場合は、その方法で申し込み可

アオ＝アオーレ長岡　　市セ＝市民センター
大手＝大手通庁舎　　　さい＝さいわいプラザ
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●
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
補
助

金
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

対
各
支
所
地
域
で
活
動
す
る
自
治

会
や
町
内
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど

の
団
体　
対
象
事
業
＝
地
域
活
性

化
に
つ
な
が
る
ま
ち
づ
く
り
活
動　

補
助
額
＝
対
象
経
費
の
90
％
（
上

限
１
０
０
万
円
、
審
査
あ
り
）　

申
事
業
実
施
２
カ
月
前
ま
で
に
、

市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
ア
オ
、
ま
ち

な
か
キ
ャ
ン
パ
ス
長
岡
、
中
央
公

民
館
さ
い
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
に
あ
る
申
請
書
で　
問
地
域
振

興
戦
略
部
大
手
Ｔ
39
・
２
２
６
０

●
元
号
改
正
に
伴
う　
　
　
　
　

読
み
替
え
の
お
願
い

　
市
発
行
の
文
書
な
ど
で
、
５
月

１
日
以
降
の
元
号
の
表
記
が
「
平

成
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
新

元
号
に
読
み
替
え
て
く
だ
さ
い
。

問
庶
務
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２
２
０
３▲秋葉三尺坊大権げんしん

●
義
務
教
育
就
学
援
助
制
度
を　

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難

な
児
童
・
生
徒
に
、
学
用
品
費
や

給
食
費
な
ど
を
援
助
し
ま
す
。

持
学
校
か
ら
配
付
の
就
学
援
助
費

申
請
書
、
印
鑑
、
保
護
者
名
義
の

預
金
通
帳
な
ど　
申
４
月
26
日
㈮

ま
で
に
学
務
課
さ
い
Ｔ
39
・
２
２

３
９
（
平
日
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
７
時
）、
各
支
所
地
域
振
興
課

へ　
※
ア
オ
ー
レ
長
岡
で
は
申
請

で
き
ま
せ
ん

●
全
国
大
会
な
ど
に
出
場
す
る
小
・

中
学
生
に
助
成
金
を
交
付
し
ま
す

　
申
請
は
大
会
終
了
後
１
カ
月
以

内
で
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
学
務
課
Ｔ
39
・
２
２
３
９

●
65
歳
以
上
の
人
は
介
護
保
険
料

の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

　
仮
算
定
し
た
今
年
度
の
保
険
料

額
を
４
月
中
旬
、
納
付
書
で
納
付

す
る
人
と
口
座
振
替
の
人
に
通
知

し
ま
す
。

　
な
お
、
確
定
し
た
年
間
保
険
料

額
は
、
７
月
中
旬
に
通
知
し
ま
す
。

①
納
付
書
で
納
付
す
る
人

　
４
〜
６
月
分
の
納
付
書
で
、
各

納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

②
口
座
振
替
の
人

　
４
〜
６
月
分
を
各
納
期
限
日
に

指
定
口
座
か
ら
振
り
替
え
ま
す
。

③
４
月
か
ら
、
新
た
に
年
金
か
ら

納
付
す
る
人

　
４
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。
保

険
料
額
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

④
昨
年
に
引
き
続
き
、
年
金
か
ら

納
付
す
る
人

　
今
回
は
通
知
し
ま
せ
ん
。
４
月

・６
月
は
、今
年
２
月
と
同
額
で
す
。

問
介
護
保
険
課
ア
オ
Ｔ
39
・
２
２

４
５
、
各
支
所
市
民
生
活
課

●
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
料
の
納
付

　
今
年
度
の
１
年
分
の
保
険
料
は
、

前
年
所
得
に
基
づ
き
７
月
に
決
ま

り
ま
す
。
口
座
振
替
と
納
付
書
で

の
納
付
は
７
月
か
ら
で
す
。

【
年
金
か
ら
納
付
す
る
人
】

　
今
年
２
月
の
保
険
料
と
同
額
を

４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
か
ら

納
め
て
も
ら
い
ま
す
。
10
月
以
降

分
は
７
月
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
国
保
保
険
料
係
ア
オ

Ｔ
39
・
２
２
２
０
、
同
課
後
期
高

齢
者
医
療
係
Ｔ
39
・
２
３
１
７

●
国
民
年
金
の
保
険
料
の
納
付
特

例
・
免
除
制
度

○
学
生
納
付
特
例
制
度

　
本
人
の
前
年
所
得
が
１
１
８
万

円
以
下
の
場
合
、
申
請
す
る
と
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　
今
年
３
月
ま
で
学
生
納
付
特
例

の
承
認
を
受
け
て
い
て
、
申
請
時

に
４
月
以
降
も
在
学
予
定
期
間
と

し
た
人
は
、
４
月
上
旬
に
届
く
は

が
き
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

★
産
前
産
後
期
間
の
免
除
制
度
が

始
ま
り
ま
す

　
手
続
き
が
必
要
で
す
。
条
件
な

ど
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
国
民
年
金
係
Ｔ
39

・
２
２
５
０
、
長
岡
年
金
事
務
所

Ｔ
88
・
０
０
０
３

産前産後家庭生活応援事業
をご利用ください
　出産前後の女性が市の登録事業者から家事・育
児の在宅サービスを受けた場合、１回につき1,000
円を助成します（１回の妊娠につき２回まで）。
対市内在住で、母子健康手帳の交付を受けてから

産後３カ月までの女性　登録事業者＝㈱ニチイケ
アセンター長岡Ｔ20・5811、㈱ニチイケアセンタ
ー長岡末広Ｔ31・8711、㈱ホーミングＴ25・4690、
長岡市シルバー人材センターＴ35・2380、長岡助
産師会（電話番号は子育てガイドに掲載）、柏崎
助産師会Ｔ090・3984・1028、小千谷助産師会Ｔ
84・3595　問子ども家庭課さいＴ39・2300

住宅や空き家を
活用しませんか
問住宅施設課大手Ｔ39・2265 ➡予算Ｐ７
❶一般住宅リフォーム補助金
Ⓐ一般住宅改修　対市民が所有し、現在住んでい
る市内の住宅
Ⓑ併用住宅の店舗改修　対市民が所有し、現在住
んでいて、事業を営んでいるか営む予定の市内の
併用住宅
対象リフォーム＝バリアフリー・安全、省エネル
ギー、防災、長寿命化に係るもの　補助額＝20万
円以上かかるリフォーム費用の20％（上限10万円）
※Ⓐは三世代が同居する場合は
住宅内の工事に限りリフォーム
費用の30％（上限30万円）

❷空き家活用リフォーム補助金
▷空き家再生タイプ　対市内の空き家を賃貸する
所有者、賃借・購入する入居者　入居世帯の条件
＝市外からの移住者、高齢者（65歳以上）、障害
者（障害者手帳１～４級など）、子育て世帯（子
どもは中学生以下）、若者（40歳未満の単身、夫婦
のみ）　※併用住宅の店舗部分のリフォームも可
▷公益的活用タイプ　対市内の空き家を所有・賃
借するＮＰＯ法人、社会福祉法人などが、地域交
流活動の拠点などに活用　補助額＝20万円以上か
かるリフォーム費用の50％（上限50万円）
◆❶❷共通条件（すべてに該当）
①住宅の工事を伴うリフォーム（設計や製品購入、

外構工事は除く）②併用住宅は２分の１以上が居
住部分③平成20年12月31日以前に建築④過去に補
助を受けていない住宅・人⑤他の補助金などを利
用する部分を除く⑥事前に申請し、補助金交付決
定後に契約、工事着手する⑦市内に本社がある法
人、または住民登録をしている個人事業主が施工
する
申４月８日㈪～15日㈪にまちなかキャンパス長岡、
各支所産業建設課（栃尾支所は建設課）へ（予算
額を超えた場合は抽選）

❸空き家バンク登録促進モデル事業補助金
Ⓐ空き家の家財片づけ事業　対空き家バンクを利
用して売買、賃貸する空き家の清掃、除草、不要
な家財などの処分費用
補助額＝対象経費の３分の２（上限20万円）
Ⓑ空き家利用者応援事業　対空き家バンクを利用
して空き家を購入・賃借する場合の①仲介手数料、
登記②引越し費用
補助額＝①②各対象経費の３分の１（各上限５万円）
申Ⓐ11月29日㈮Ⓑ来年２月28日㈮まで　※ⒶⒷと
もに予算の範囲内で先着順

詳しくは住宅施設課、アオーレ長岡、市民センタ
ー、さいわいプラザ、東・西サービスセンター、
各支所、市ホームページにある要項を確認してく
ださい

★空き家バンクに登録しませんか
　空き家を売りたい・貸したい人の物件情報を
市ホームページで公開し、利用希望者と所有者
の連絡調整をします。ぜひご相談ください。

環境にやさしい生活を
エコなこと応援
申環境政策課Ｔ24・0528

①省エネ設備等設置事業補助金
　住宅や事業所に設置する工事などに補助し
ます。
補助額＝対象経費の３分の１

対象設備 上限額

太陽光発電設備（新設のみ） １kW５万円
（５kＷまで）

木質バイオマス燃料利用設備
（ストーブ、家庭用ボイラー） 15万円

CO₂冷媒ヒートポンプ給湯設備
（既築のみ） ４万円

燃料電池設備 20万円

ＬＥＤ照明設備（対象経費が税
抜き６万円以上、既築のみ） ２万円

新規 直管型ＬＥＤ照明設備
（対象経費が税抜き６万円以上、
既築事業所のみ）

10万円

※ 既に工事に着手している場合や、過去にこ
の補助金の交付を受けた人や家族が同じ設
備を設置する場合は対象外です。詳しい要
件は事前にお問い合わせください

②圧縮天然ガス（ＣＮＧ）自動車導入補助金
対業務用のＣＮＧ自動車
の購入、リース　補助額
＝営業車…対象経費の３
分の１、自家用車…対象
経費の２分の１　※既に
自動車登録している場合
は対象外です

◇　　　　　　◇
①②いずれも　申４月11日㈭から　※申請額
が予算に達したら終了。詳しくは市ホームペ
ージをご覧ください

まずは安全点検！
危険なブロック塀はすぐに対応を
❶ブロック塀などの撤去・改修 ➡予算Ｐ６
対象者＝ブロック塀などの所有者または管理者　対象
の塀＝避難施設へ向かう道にあり、倒壊の恐れがある
ブロック塀など　対象工事＝撤去、改修（建て替え含
む）　助成額＝工事経費の３分の２（個人住宅は上限
15万円、法人所有施設は上限10万円）

地震に強い住宅が
命と財産を守る！
❷木造住宅耐震診断
対次の全てを満たす住宅①昭和56年５月31日以前に建
築した一戸建て②壁、柱、床、屋根などの主要構造部
の大部分が木造③現に住宅として利用（併用住宅は２
分の１以上が住宅部分）④過去に耐震診断費の助成を
受けていない　助成額＝診断費から１万円を差し引い
た額

❸木造住宅耐震改修
対次の全てを満たす住宅①昭和56年５月31日以前に建
築した一戸建て②壁、柱、床、屋根などの主要構造部
の大部分が木造③耐震診断の総合評点が1.0未満（倒
壊する危険性がある）と判定　対象工事・助成額＝▷
耐震改修…工事費の２分の１（上限90万円）に最大15
万円を加えた額▷部分補強…工事費の２分の１（上限
60万円）に最大10万円を加えた額▷耐震シェルターな
どの設置…工事費の２分の１（上限30万円）に最大10
万円を加えた額▷改修設計、工事監理費…費用の２分
の１（上限12万円）に最大3.5万円を加えた額
※翌年度に耐震改修を希望する場合は９月までにお問
い合わせください

◇　　　　　　◇
❶～❸いずれも　申９月20日㈮までに都市開発課大手
Ｔ39・2226へ（診断・工事完了は来年１月20日㈪ま
で）※いずれも必ず事前にお問い合わせください

日付が「平成」で表記さ
れた文書は、元号改正後
もその効力は変わらない
よ。詳しくは各担当課に
お問い合わせください！

自己負担は１万円！


